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Ⅱ 総務企画課の業務概要 

  
総務企画課は、庶務、医務、薬務、献血、薬物乱用対策に関する業務のほか、各種の

企画関係や所内各課・関係機関等との連絡調整を行っている。 
また人口動態統計調査や各種厚生統計調査等の業務、各種情報の収集・整理及び活用

の推進、保健・医療・福祉に関する総合的な相談の所内調整を行っている。 
 
 
１ 歳入・歳出決算 
（１）歳入 

令和元年度の歳入総額は 11,021,763 円で、その内訳は一般会計の第 7 款使用料及び  

手数料 5,271,740 円、第９款財産収入 2,200 円、第 13 款諸収入 5,719,123 円、特別会計の

母子父子寡婦福祉資金 28,700 円である。 

前年度と比較して総額 2,583,752 円（18.99％）減となった。 

 

表１－（１） 歳入決算書 

（単位：円） 

科目 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 

平 成 ２ ９ 年 度 17,703,677 10,608,475     0 7,095,202 

平 成 ３ ０ 年 度 22,707,669 13,605,515     0 9,102,154 

 令 和  元  年 度 19,657,803 11,021,763     0 8,636,040 

一般会計 17,216,303 10,993,063     0 6,223,240 

7 款 使用料及び手数料 5,271,740 5,271,740     0     0 

 2 項 手数料 5,271,740 5,271,740     0     0 

  3 目 衛生手数料 863,010 863,010     0     0 

   1 節 寄生虫検査手数料     0     0     0     0 

   3 節 細菌検査手数料  863,010 863,010     0     0 

  8 目 証紙収入 4,408,730 4,408,730     0     0 

   1 節 証 紙 収 入  4,408,730 4,408,730     0     0 

9 款 財産収入 2,200  2,200      0     0 

１項 財産運用収入 2,200  2,200      0     0 

１目 財産貸付収入 2,200  2,200      0     0 

１節 土地貸付収入 2,200  2,200      0     0 

13 款 諸収入 11,942,363 5,719,123     0 6,223,240 

 7 項 雑入 11,942,363 5,719,123     0 6,223,240 

  1 目 雑入 11,942,363 5,719,123     0 6,223,240 

   5 節 生活保護費弁償金 11,881,978 5,695,738     0 6,186,240 

12 節 雑 入 ・ そ の 他 60,385 23,385    0 37,000 

特別会計 母子父子寡婦福祉資金 2,441,500   28,700     0 2,412,800 

2 款 諸収入 2,441,500 28,700     0 2,412,800 

2 項 雑入 2,441,500 28,700     0 2,412,800 

1 目 雑入 2,441,500 28,700     0 2,412,800 

   1 節 雑 入 2,441,500 28,700     0 2,412,800 
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（２）歳出 

令和元年度の歳出総額は 249,225,229 円で、その内訳は一般会計の第 3 款民生費
217,230,401 円、第 4 款衛生費 31,979,770 円、特別会計母子父子寡婦福祉資金 15,058 円
である。 

前年度と比較して総額 8,363,918 円（3.47％）増となった 
表１－（２） 歳出決算書 

（単位：円） 
科目 予算令達額 支出額 残額 

平 成 ２ ９ 年 度 244,669,429 244,608,500 60,929 

平 成 ３ ０ 年 度 240,882,311 240,861,311 21,000 

令 和 元 年 度 251,005,740 249,225,229 1,780,511 

一般会計 250,925,740 249,210,171 1,715,569 

3 款 民生費 217,426,808 217,230,401 196,407 

1 項 社会福祉費 33,299,125 33,299,125 0 

1 目 社 会 福 祉 総 務 費 17,345,167 17,345,167 0 

  2 目 障 害 者 福 祉 費 15,312,958 15,312,958 0 

  3 目 老 人 福 祉 費 611,000 611,000 0 

  4 目 遺 家 族 等 援 護 費 30,000 30,000 0 

2 項 児童福祉費 210,000 40,420 169,580 

    1 目 児童福祉総務費 0 0 0 

  3 目 ひとり親福祉費 210,000 40,420 169,580 

 3 項 生活保護費 183,917,683 183,890,856 26,827 

    1 目 生活保護総務費 270,798 270,798 0 

  2 目 扶 助 費 183,646,885 183,620,058 26,827 

4 款 衛生費 33,498,932 31,979,770 1,519,162 

 1 項 公衆衛生費 18,031,692 16,615,552 1,416,140 

  1 目 公 衆 衛 生 総 務 費 12,052,380 10,636,240 1,416,140 

  2 目 結 核 対 策 費 304,987 304,987 0 

  3 目 予 防 費 1,353,787 1,353,787 0 

  4 目 精 神 保 健 福 祉 費 81,108 81,108 0 

  5 目 成 人 病 対 策 費 4,239,430 4,239,430 0 

 2 項 環境衛生費 4,438,686 4,438,686 0 

  1 目 食 品 衛 生 指 導 費 4,321,727 4,321,727 0 

  2 目 環 境 衛 生 指 導 費 116,959 116,959 0 

 3 項 保健所費 10,084,875 9,981,853 103,022 

  1 目 保 健 所 費 10,084,875 9,981,853 103,022 

 4 項 医薬費 943,679 943,679 0 

  1 目 医 務 費 380,790 380,790 0 

  2 目 栄 養 指 導 費 338,693 338,693 0 

  3 目 保健師等指導管理費 49,620 49,620 0 

  4 目 薬 務 費 174,576 174,576 0 

特別会計  80,000 15,058 64,942 

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付費 80,000 15,058 64,924 

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付費 80,000 15,058 64,924 

1 目 母子福祉資金貸付費 80,000 15,058 64,942 
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２ 医務関係 
（１）医療関係施設の現況 

管内の医療関係機関数は、令和元年度末現在、病院 8 施設（1,249 床）、一般有床診療所 3 施設   

(42 床)、一般無床診療所 59 施設、歯科診療所 55施設で、合計 125 施設（1,291 床）である。 

年度別施設数・病床数の推移は表２－（１）のとおりである。 

 

表２－（１） 医療関係施設・病床数（各年度末日現在） 
（単位：施設数（施設）、病床数（床）） 

  区分 

 

 

 

 

 

区分 

・年度 

施         設         数 病     床     数   

病  院 
一 般 

診 療所 

歯 科

診 療所 
助産所 施 術 所 

歯
科
技
工
所 

病  院 診療所 

計 

地
域
医
療
支
援
（
再
掲
） 

一

般 

精

神

科 

有

床 

無

床 

有

床 

無

床 

有

床 

無

床 

あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧 

は
り 
き
ゅ
う 

柔

道

整

復 

計 

一 
 
 
 
 
 

般 

療 
 
 
 
 
 

養 

結

核 

精

神

科 

感

染

症 

一

般 

療

養 

管

内 

29 8 － 8 － 3 61 － 56 1 2 r75 41 17 1,378 639 545 14 180 － 42 － 

30 8 － 8 － 3 60 － 56 － 3 r75 41 17 1,373 634 545 14 180 － 42 － 

01 8 － 8 － 3 59 － 55 － 3 78 43 17 1,249 564 491 14 180 － 42 － 

香

取

市 

29 6 － 6 － 2 46 － 41 － 1 56 27 11 1,132 497 441 14 180 － 23 － 

30 6 － 6 － 2 45 － 41 － 1 56 27 11 1,132 497 441 14 180 － 23 － 

01 6 － 6 － 2 44 － 40 － 1 58 28 11 1,008 427 387 14 180 － 23 － 

神

崎

町 

29 － － － － 1 2 － 2 － － r8 4 2 － － － － － － 19 － 

30 － － － － 1 2 － 2 － － r8 4 2 － － － － － － 19 － 

01 － － － － 1 2 － 2 － － 8 4 2 － － － － － － 19 － 

多

古

町 

29 1 － 1 － － 8 － 8 1 1 6 5 2 166 110 56 － － － － － 

30 1 － 1 － － 8 － 8 － 2 6 5 2 161 105 56 － － － － － 

01 1 － 1 － － 8 － 8 － 2 7 5 2 161 105 56 － － － － － 

東

庄

町 

29 1 － 1 － － 5 － 5 － － 5 5 2 80 32 48 － － － － － 

30 1 － 1 － － 5 － 5 － － 5 5 2 80 32 48 － － － － － 

01 1 － 1 － － 5 － 5 － － 5 6 2 80 32 48 － － － － － 

※ 施設数には、出張のみの業務も含め計上している。 

※ 病床数は、使用許可済数を計上している。 

※ 休止施設は含まない。  
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（２）主な医療従事者の状況 

 

表２－（２） 管内における医療従事者の状況 
（単位：人） 

項目 

年度・区分 

従 事 者 数  ( 下 段 ： 1 0 万 対 ) 

医 師     歯科医師 薬剤師     保 健 師 助 産 師 看 護 師 准看護師 

平

成

26

年

度 

管内 
134 77 140 40 3 675 330 

(113.8) (65.4) (118.9) (35.0) (2.6) (591.0) (288.9) 

千葉県 
11,735 5,143 12,776 1,856 1,335 38,739 10,706 

(189.4) (83.0) (206.2) (29.9) (21.5) (625.1) (172.8) 

全国 
311,205 103,972 288,151 48,452 33,956 1,086,779 340,153 

(244.9) (81.8) (226.7) (38.1) (26.7) (855.2) (267.7) 

平

成

28

年

度 

管内 
134 74 155 36 4 691 335 

(116.8) (64.5) (135.1) (32.4) (3.6) (622.6) (301.8) 

千葉県 
12,278 5,180 13,556 2,014 1,419 41,999 10,327 

(196.9) (83.1) (217.4) (32.3) (22.8) (673.5) (165.6) 

全国 
319,480 104,533 301,323 51,280 35,774 1,149,397 323,111 

(251.7) (82.4) (237.4) (40.4) (28.2) (905.5) (254.6) 

平

成

30

年

度 

管内 
124 73 155 43 3 745 365 

(110.9) (65.3) (138.6) (39.8) (2.8) (689.2) (337.7) 

千葉県 
12,586 5,153 14,282 2,084 1,497 45,202 9,725 

(201.2) (82.4) (228.3) (33.3) (23.9) (722.7) (155.5) 

全国 
327,210 104,908 311,289 52,955 36,911 1,218,606 304,479 

(258.8) (83.0) (246.2) (41.9) (29.2) (963.8) (240.8) 

出典 
○医師・歯科医師・薬剤師数（総数を使用） 

＜管内＞千葉県衛生統計年報（千葉県） 

＜千葉県・全国＞医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省） 

 ○保健師・助産師・看護師・准看護師数（実人員を使用） 

＜管内＞千葉県看護の現況（千葉県） 

     使用人口：千葉県毎月常住人口調査各年 10 月 1 日現在（千葉県） 

＜千葉県・全国＞衛生行政報告例（厚生労働省） 
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（３）医療施設立入検査 
医療法その他の法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ適正な管理を行っている

か否かについて検査することにより、科学的でかつ適正な医療を行う場にふさわしいものとする

ことを目的に計画的に実施している。 

令和元年度は病院 8施設の立入検査を実施した。 

 
（４）各種免許の取扱い状況 

令和元年度医師、歯科医師、薬剤師等の各種免許証の交付申請、書換え申請等の受理件数は、

143 件であった。 

 

表２－（４） 各種免許取扱い件数の推移 
（単位：件） 

 

  

取 扱 件 数 

免 許 種 類 

件      数 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

厚

生

労

働

大

臣 

医 師 2 3 3 

歯 科 医 師 0 2 3 

薬 剤 師 5 9 7 

保 健 師 4 6 7 

助 産 師 0 1 0 

看 護 師 39 55 51 

理 学 療 法 士 31 32 19 

作 業 療 法 士 14 8 12 

臨 床 検 査 技 師 9 5 2 

診 療 放 射 線 技 師 － 3 1 

衛 生 検 査 技 師 － 0 0 

視 能 訓 練 士 1 0 0 

管 理 栄 養 士 10 2 9 

知 

事 

准 看 護 師 12 14 12 

栄 養 士 14 12 9 

登 録 販 売 者 6 12 8 

総      数 147 164 143 
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３ 薬務関係 

（１）薬務関係施設の現況 

管内の薬局、医薬品販売業、医薬品製造業（薬局）、毒物劇物販売業等の施設総数は、 

令和元年度末現在施設で、業務別、年度別施設数の推移は表３－（１）のとおりである。 

令和元年度に新たに許可等の申請・届出のあった施設は17施設、 廃止の届出があった

施設は16施設であった。 
表３－（１） 薬事関係施設数及び開設許可件数     （単位：件） 

 ※１事務処理件数のため、必ずしも施設の増減と一致しない。 

※２同じ施設で販売業と貸与業の両方の業種がある施設は、2 施設とする。 
 
 

年　度

29 30 元 29 30 元 29 30 元 29 30 元 29 30 元

業　態
年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

年

度

総数 560 575 588 394 406 415 18 19 18 96 98 100 50 52 55 17 16 13

薬局 42 44 46 30 32 34 2 2 2 7 7 7 3 3 3 3 1 2

医薬品製造業(薬
局)

9 9 9 5 5 5 - - - 4 4 4 - - - - - -

医薬品製造販売業
(薬局)

9 9 9 5 5 5 - - - 4 4 4 - - - - - -

店舗販売業 21 24 24 12 15 15 1 1 1 5 5 5 3 3 3 - - -

卸売販売業 4 4 5 3 3 3 - - - 1 1 2 - - - 1 - -

薬種商販売業 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

特例販売業 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高度管理医療機器販

売業・貸与業等
※２

51 55 58 41 47 47 - - - 6 6 8 2 2 3 3 1 5

管理医療機器販売

業・貸与業※２
320 324 334 230 230 240 11 12 11 51 53 52 28 29 31 7 6 -

毒物劇物製造業 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 - - 2

毒物劇物輸入業 3 3 2 - - - - - - 3 3 2 - - - - 1 -

毒物劇物販売業 94 96 94 67 68 65 3 3 3 13 13 14 11 12 12 3 7 4

毒物劇物業務上取扱者（法第22条

第1項の者）
2 2 2 - - - - - - - - - 2 2 2 - - -

特定毒物研究者 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

廃
止

更
新

年度内の許認
等事務処理件

数
※１

管内 香取市 神崎町 多古町 東庄町

新
規
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（２）薬事監視 

関係法令に基づき、薬局、医薬品販売業者等に対して薬事監視を実施した。 

令和元年度の監視状況は表３－（２）のとおり延べ 541 件の監視を実施し、45 施設

の違反が認められた。違反の主な内容は販売体制等の不備等であった。 

表３－（２） 薬事監視        （単位：件） 

   区  分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業  種  

許

可

・

届

出

施

設

数

立

入

検

査

施

行

施

設

数

違

反

発

見

施

設

数

違 反 発 見 件 数  措 置 件 数  告

発

件

数

無

許

可

・

無

届

業

無

承

認

・

不

良

・

不

正

表

示

品

虚

偽

・

誇

大

広

告

等

毒

劇

薬

の

譲

渡

等

・

貯

蔵

陳

列

処

方

箋

医

薬

品

の

譲

渡

記

録

等

制

限

品

目

の

販

売

構

造

設

備

の

不

備

販

売

体

制

等

の

不

備

特

定

販

売

に

係

る

違

反

薬

局

等

の

管

理

管

理

者

の

義

務

開

設

者

の

義

務

薬

局

等

に

お

け

る

掲

示

休

廃

止

等

の

届

出

そ

の

他

指

導

説

諭

説

諭

・

報

告

書

誓

約

書

始

末

書

行

政

処

分

総
数 

平 成 2 9 年 度 r456 324 39 - - - 2 - - 2 4 - - 13 8 12 9 - 39 - - - - - - 

平 成 3 0 年 度 r469 502 37 1 - - - - - 6 18 - - 10 2 4 2 5 35 - 2 - 1 - - 

令 和 元 年 度 485 541 45 - - 2 1 - - 1 5 - 2 3 23 - 14 3 43 - 2 - - - - 

医 
 

薬 
 

品 

薬 局  46 45 25 - - - 1 - - 1 2 - 1 2 19 - 5 - 25 - - - - - - 

製 造 業  

( 薬 局 ) 
9 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

製 造 販 売

業 ( 薬 局 ) 
9 9 2 - - 1 - - - - - - 1 - - - - 1 2 - - - - - - 

店舗販売業 24 24 12 - - 1 - - - - 3 - - - 2 - 6 1 11 - 1 - - - - 

卸売販売業 ※ 1 5 5 2 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - 

薬 種 商 販 売 業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

特例販売業  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

配置販売業  - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

配置従事者  - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

業 務 上 取

扱 う 施 設  
- 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

医
薬 

部
外
品 

販 売 業  - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

業 務 上 取

扱 う 施 設  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

化
粧
品 

販 売 業  - 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

業 務 上 取

扱 う 施 設  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

医
療
機
器 

販
売
業 

高 度管理  39 34 2 - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 2 - - - - - - 

管   理  234 84 2 - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 - 1 - - - - 

一   般  - 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

貸
与
業 

高 度管理  19 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

管   理  100 77 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

一   般  - 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

業 務 上 取

扱 う 施 設  
- 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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（３）毒物劇物監視 
毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物販売業者等に対して実施した。令和元年度は

農薬危害防止運動月間を中心に業態ごとに年間の監視計画を立てて、立入調査を行った。

69 件の監視を実施し、27 施設の違反が認められた。 

違反の主な内容は、譲渡交付手続の不備であった。 

 
   表３－（３） 毒物劇物監視状況      （単位：件） 

 
 
 
 
区  
分  

項目  
 
 
 
 

業態  

登

録

・

届

出

施

設

数 

立

入

検

査

施

行

施

設

数

違

反

発

見

施

設

数 

違   反   項   目  措置件数  告

発

件

数 

無

登

録 

登

録

基

準 

取

扱

責

任

者 

貯

蔵

陳

列

場

所 

貯
蔵
陳
列
場
所
表
示 

譲

渡

交

付

手

続 

不

良

品 

不

正

表

示

品 
特
定
毒
物
不
法
所
持 
そ

の

他 

指

導 

説

諭 

説

諭

・

報

告

書 

誓

約

書 

始

末

書 

行

政

処

分 

総
数 

平 成 2 9 年 度 104 73 27 - - - 8 5 18 - 1 - 1 26 - - - 1 - - 

平 成 3 0 年 度 106 75 30 1 - - 11 3 20 - - - 1 30 - - - 1 - - 

令 和 元 年 度 103 69 27 - - 2 6 6 21 - - - 2 25 - 2 - - - - 

製造  
輸入  

製 造 業  5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

輸 入 業  2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

販
売
業 

薬 局  18 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

医 薬 品  
販 売 業  4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

農業協同組合 9 5 3 - - 1 2 - 1 - - - - 3 - - - - - - 

種 苗 店  4 2 2 - - - - - 2 - - - - 2 - - - - - - 

そ の 他  59 29 21 - - 1 4 6 18 - - - 1 20 - 1 - - - - 

使

用

者

等 

業
務
上
の
取
扱
者 

法

第

２２

条 

第

１

項

の

者 

電 気  
め っ き  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

金 属  
熱 処 理  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

運 送  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

しろあり  
防 除  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

法第22条 
 第 5 項 の 者  - 9 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 

特定毒物研究者  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

そ の 他  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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（４）麻薬・覚せい剤監視 

麻薬・覚せい剤原料等については、薬事監視及び医療機関立入検査の際にその管理の

適正化について指導を行った。 

 

（５）不正大麻・けし撲滅運動 

大麻取締法及びあへん法で一般に栽培が禁止されている「大麻」と「けし」について、

5 月 1 日から 6 月 30 日まで撲滅運動を実施し、管内 14 箇所においてけし 1,050 本を  

発見し焼却処分を行った。 

 
（６）薬物乱用防止対策 

近年は、大麻事犯による検挙人員が増加に転じ、特に若年層の増加が著しく、社会的

な問題となっている。 
管内 13 名の薬物乱用防止指導員は、千葉県香取健康福祉センター（保健所）地区協議

会を結成し、地域啓発活動を実施している。 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動期間中（6 月 20 日～7 月 19 日）の 6 月 21 日（金） 

ＪＲ佐原駅前において、指導員や関係団体等の協力を得て、薬物乱用防止啓発活動を

実施した。 
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４ 献血推進事業 

千葉県赤十字血液センターが実施している献血事業に対し、管内市（町村）献血推進  

協議会と協力して、 工場、事業所、学校、その他住民に献血思想の普及と献血事業の円滑

な推進を図っている。 

当管内の令和元年度の献血目標は全血献血 1,380 人（1 人当たり 200mL 及び 400mL）で

あり、この目標を達成するため当健康福祉センターでは、7 月の「愛の血液助け合い運動」、

8 月の「千葉県公務員職場献血推進月間」、1、2 月の「「はたちの献血」キャンペーン」   

及び 3 月の「千葉県献血推進強調月間」において、広報活動を行った。 

なお、管内の献血実績は表 4 のとおりであるが、合計目標達成率は 120.2％であった。 

 

表４ 献血実績状況 

区分 

 

年度 

市別 

200mL 400mL 合  計 

目標数 
(人) 

採血数 
(人) 

達成率 
(％) 

目標数 
(人) 

採血数 
(人) 

達成率 
(％） 

目標数 
(人) 

採血数 
(人) 

達成率 
(％) 

平成29年度 90 113 125.6 1,380 1,723 124.9 1,470 1,836 124.9 

平成30年度 70 88 125.7 1,450 1,674 115.4 1,520 1,762 115.9 

令和元年度 60 89 148.3 1,320 1,570 119.0 1,380 1,659 120.2 

香取市 40 66 165.0 910 1,097 120.5 950 1,163 122.4 

神崎町 - 1 - 70 25 35.7 70 26 37.1 

多古町 10 12 120.0 210 217 103.3 220 229 104.1 

東庄町 10 10 100.0 130 231 177.7 140 241 172.1 

※成分献血は献血ルームのみで行っているため実績に算入しない。 

 

５ 地域保健医療計画の推進 

「千葉県保健医療計画」は、医療法第 30 条の 4 の規定による法定計画であり、本県の保健

医療施策を総合的・効果的に推進するための基本的な指針である。 

平成 30 年 4 月に、いわゆる「団塊の世代」が全て 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）に

おいて、本県が目指すべき医療提供体制を示す「地域医療構想」の実現に向けた具体的な実行

計画となるよう必要な取組を盛り込むなど全面改定されたところである。 

また、医療法の一部改正により、医療計画に定める事項として「外来医療に係る医療提供 

体制の確保に関する事項」及び「医師の確保に関する事項」が追加等されたことから、香取 

海匝保健医療圏においては、令和元年 11 月 7 日、医療関係者、福祉関係者、保険者、市町  

及び健康福祉センター（保健所）で構成する香取海匝地域保健医療連携・地域医療構想調整 

会議を開催し、地域における関係者へ意見の聴取や協議を行った。
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６ 厚生統計調査 

（１）人口動態統計 

ア 人口動態総覧 

人口動態総覧は我が国の人口を恒常的に調査し、この統計から得られる出生の動向、

死亡の現状、婚姻、離婚及び死産の実態を把握することにより、社会･経済等の発展に

欠くことのできない情報として活用されている。 

平成 30 年の管内人口動態総覧(確定数)は表６－（１）－ア－（ア）及び表６－（１）

－ア－（イ）のとおりである。 

出生総数は 518 人で、前年より 22 人減少し、出生率（人口千対）は前年より 0.2 

下回り、4.6 であった。（千葉県 43,404、全国 918,400） 

死亡総数は 1,566 人で、前年より 112 人減少し、死亡率（人口千対）は前年より 1.0

下回り、14.0 であった。（千葉県 59,561、全国 1,362,470） 

婚姻件数は 321 組で、前年より 42 組減少し、婚姻率（人口千対）は前年より 0.4 

下回り、2.9 であった。（千葉県 28,202、全国 586,481） 

離婚件数は 165 組で、前年より 4 組増加し、離婚率（人口千対）は、前年より 0.1

上回り、1.5 であった。（千葉県 10,250、全国 208,333） 

 
表６－（１）－ア－（ア）  人口動態総覧①  （単位：人）  

 

人口 

出生 死亡 
乳児死亡 
(生後 1 年 

未満再掲) 

新生児死亡
(生後 4 週 

未満再掲) 

総数 男 女 
率 

(人口 

千対) 

2,500g

未満 

(再掲) 
総数 男 女 

率 
(人口

千対) 
実数 

率 
(出生 

千対) 
実数

率 
(出生 

千対) 

管
内 

平 成 28 年 113,142 552 264 288 4.9 60 1,645 832 813 14.5 0 - 0  - 

平 成 29 年 111,525 540 281 259 4.8 57 1,678 848 830 15.0 0 - 0  - 

平 成 30 年 111,825 518 274 244 4.6 62 1,566 807 759 14.0 1 1.9 1 1.9 

香
取
市 

平 成 28 年 78,065 390 184 206 5.0 38 1,155 576 579 14.8 0 - 0  - 

平 成 29 年 76,841 368 198 170 4.8 38 1,173 595 578 15.3 0 - 0  - 

平 成 30 年 76,905 361 187 174 5.0 45 1,037 547 490 13.5 1 2.8 1 2.8 

神
崎
町 

平 成 28 年 6,168 31 13 18 5.0 6 86 41 45 13.9 0 - 0  - 

平 成 29 年 6,105 46 20 26 7.5 6 78 35 43 12.8 0 - 0  - 

平 成 30 年 6,123 30 17 13 4.9 0 87 48 39 14.2 0 - 0 - 

多
古
町 

平 成 28 年 14,689 58 30 28 3.9 6 217 104 113 14.8 0 - 0  - 

平 成 29 年 14,539 70 39 31 4.8 6 229 113 116 15.8 0 - 0  - 

平 成 30 年 14,709 61 30 31 4.1 12 229 107 122 15.6 0 - 0 - 

東
庄
町 

平 成 28 年 14,220 73 37 36 5.1 10 187 111 76 13.2 0 - 0  - 

平 成 29 年 14,040 56 24 32 4.0 7 198 105 93 14.1 0 - 0  - 

平 成 30 年 14,088 66 40 26 4.7 5 213 105 108 15.1 0 - 0 - 

千葉県 6,311,190 43,404 22,307 21,097 7.1 3,910 59,561 32,209 27,352 9.7 90 2.1 49 1.1 

全国 128,094,745 918,400 470,851 447,549 7.4 … 1,362,470 699,138 663,332 11 1,748 1.9 801 0.9 
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表６－（１）－ア－（イ）  人口動態総覧② 

 死産 周産期死亡率 婚姻 離婚 合計 

特殊 

出生率 
自然死産 人工死産 総数 後期死産 

(人) 
(妊娠満

22 週以

降) 

早期新生 

児死亡 

(人) 
(生後 7 

日未満) 

実数 

(件) 

率 
(人口 

千対) 

実数 

(件) 

率 
(人口 

千対) 
実数 

(人) 

率 
(出産 

千対) 

実数 

(人) 

率 
(出産 

千対) 

実数 

(人) 

率 
(出産 

千対) 

管
内 

平 成 28 年 15 26.3 4  7.0 3 5.4 3 0 369 3.3 161 r1.4 1.17 

平 成 29 年 5 9.0 11 19.8 1 1.8 1 0 363 3.3 161 r1.4 1.19 

平 成 30 年 2 3.8 9 17.0 0 - 0 0 321 2.9 165 1.5 1.19 

香
取
市 

平 成 28 年 12 29.6 4 9.9 2 5.1 2 0 268 3.4 119 r1.5 1.16 

平 成 29 年 4 10.5 8 21.1 1 2.7 1 0 253 3.3 114 r1.5 1.15 

平 成 30 年 1 2.8 6 16.6 0 - 0 0 233 3.0 106 1.4 1.17 

神
崎
町 

平 成 28 年 0 - 0 - 0 - 0 0 25 4.1 6 r1.0 1.23 

平 成 29 年 0 - 0 - 0 - 0 0 18 2.9 8 r1.3 1.81 

平 成 30 年 0 - 1 33.3 0 - 0 0 10 1.6 11 1.8 1.33 

多
古
町 

平 成 28 年 1 16.9 0 - 0 - 0 0 40 2.7 23 1.6 1.04 

平 成 29 年 0 - 2 27.8 0 - 0 0 48 3.3 21 1.4 1.23 

平 成 30 年 1 16.4 1 16.4 0 - 0 0 38 2.6 26 1.8 1.12 

東
庄
町 

平 成 28 年 2 26.7 0 - 1 13.5 1 0 36 2.5 13 0.9 1.38 

平 成 29 年 1 17.2 1 17.2 0 - 0 0 44 3.1 18 1.3 1.05 

平 成 30 年 0 - 1 15.1 0 - 0 0 40 2.8 22 1.6 1.32 

千葉県 465 10.5 490 11.0 171 3.9 137 34 28,202 4.6 10,250 1.7 1.34 

全国 9,252 9.9 10,362 11 2,999 3.3 2,385 614 586,481 4.7 208,333 1.7 1.42 
 

※ 千葉県衛生統計年報による。 

※ 全国の人口は、平成 27 年国勢調査による。 

※ 全国の人口を除く数値は、厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」に

よる。 
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イ  死因別死亡状況 

表６－（１）－イ 主要死因別死亡状況 

死
　
　
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

死
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

死
　
　
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

死
　
　
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

1 悪 416 248 168 367.7 悪 388 229 159 347.9 悪 392 241 151 350.5 悪 16,993 10,307 6,686 269.3

2 心 305 141 164 269.6 心 350 170 180 313.8 心 307 154 153 274.5 心 9,346 4,730 4,616 148.1

3 肺 168 91 77 148.5 老 180 54 126 161.4 老 161 39 122 144.0 肺 4,606 2,632 1,974 73.0

4 老 167 35 132 147.6 脳 155 76 79 139 肺 155 97 58 138.6 脳 4,600 2,328 2,272 72.9

5 脳 164 88 76 145 肺 143 77 66 128.2 脳 120 51 69 107.3 老 4,567 1,245 3,322 72.4

6 そ呼 65 34 31 57.4 そ呼 74 38 36 66.4 そ呼 70 35 35 62.6 そ呼 2,806 1,684 1,122 44.5

7 不 43 24 19 38 不 45 21 24 40.3 不 40 19 21 35.8 不 1,488 907 581 23.6

8 そ消 36 16 20 31.8 そ消 33 13 20 29.6 そ消 32 19 13 28.6 そ分 1,376 888 488 21.8

9 腎 24 15 9 21.2 認 26 5 21 23.3 腎 31 15 16 27.7 そ消 1,046 493 553 16.6

10 自 21 17 4 18.6 そ神 23 14 9 20.6 認 22 7 15 19.7 自 1,029 731 298 16.3

順
位

平成28年管内 平成29年管内 平成30年管内 平成30年　県
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死
　
　
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

死
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

死
　
　
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

死
　
　
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

死
　
　
因

総
数
（

人
）

男
（

人
）

女
（

人
）

率
人
口
1
0
万
対

1 悪 271 171 100 352.4 悪 17 12 5 277.6 心 52 23 29 353.5 悪 57 32 25 404.6 悪 373,547 218,605 154,942 300.7

2 心 199 107 92 258.8 心 13 6 7 212.3 悪 47 26 21 319.5 心 43 18 25 305.2 心 208,210 98,027 110,183 167.6

3 老 111 25 86 144.3 肺 12 7 5 196.0 老 30 5 25 204.0 肺 21 14 7 149.1 老 109,606 28,201 81,405 88.2

4 肺 100 62 38 130.0 そ呼 9 4 5 147.0 脳 23 10 13 156.4 脳 20 10 10 142.0 脳 108,165 52,385 55,780 87.1

5 脳 74 30 44 96.2 老 5 4 1 81.7 肺 22 14 8 149.6 老 15 5 10 106.5 肺 94,654 52,149 42,505 76.2

6 そ呼 41 21 20 53.3 不 5 2 3 81.7 そ呼 8 4 4 54.4 そ呼 12 6 6 85.2 不 41,213 23,653 17,560 33.2

7 腎 24 11 13 31.2 そ新 3 2 1 49.0 不 7 4 3 47.6 不 7 2 5 49.7 誤 38,462 21654 16808 31.0

8 そ消 23 13 10 29.9 脳 3 1 2 49.0 自 5 4 1 34.0 認 6 2 4 42.6 腎 26,080 13230 12850 21.0

9 不 21 11 10 27.3 そ内 2 0 2 32.7 そ消 4 2 2 27.2 そ消 4 3 1 28.4 認 20,526 7378 13148 16.5

10 糖 13 7 6 16.9 肝 2 1 1 32.7 認 3 0 3 20.4 腎 4 2 2 28.4 自 20,032 13854 6178 16.1

全国

順
位

香取市 神崎町 多古町 東庄町

 
 

※ 平成 30 年千葉県衛生統計年報による。 

※ 死因の区分は、「死因分類表」の中間分類による。 

※ 総数が同じものについては、同一順位とする。 

※ 香取市について、１０位の死因は他に１疾患、 

神崎町について、１０位の死因は他に１疾患、 

多古町について、１０位の死因は他に２疾患存在する。 

 

悪 ･･･ 悪性新生物 
脳 ･･･ 脳血管疾患 
不 ･･･ 不慮の事故 
慢 ･･･ 慢性閉塞性 

肺疾患 
誤 ･･･ 誤嚥性肺炎 
ヘ ･･･ ヘルニア及

び腸閉塞 
 

 

心 ･･･ 心疾患 
老 ･･･ 老衰 
腎 ･･･ 腎不全 
自 ･･･ 自殺 
認 ･･･ 血管性及

び詳細不
明の認知
症 

肺 ･･･ 肺炎 
肝 ･･･ 肝疾患 
大 ･･･ 大動脈瘤 

及び解離 
敗 ･･･ 敗血症 
糖 ･･･ 糖尿病 

そ消･･･その他の消化器系
の疾患 

そ呼･･･その他の呼吸器系
の疾患 

そ神･･･その他の神経系の
疾患 

そ新･･･その他の新生物 
そ分･･･その他の症状，徴

候及び異常臨床所
見・異常検査所見
で他に分類されな
いもの 
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ウ 部位別悪性新生物死亡状況 

表６－（１）－ウ 部位別悪性新生物死亡状況  

(単位：人) 

総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女

総　　数 392 241 151 271 171 100 17 12 5 47 26 21 57 32 25

口唇口腔及び咽頭 7 6 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0

食道 18 17 1 14 13 1 0 0 0 2 2 0 2 2 0

胃 50 31 19 35 24 11 2 1 1 5 2 3 8 4 4

結腸 38 25 13 27 18 9 3 3 0 3 2 1 5 2 3

直腸Ｓ状結腸移行部及び直

腸
24 18 6 17 12 5 1 1 0 1 1 0 5 4 1

肝及び肝内胆管 24 17 7 17 13 4 1 1 0 4 3 1 2 0 2

胆のう及びその他の胆道 19 11 8 14 9 5 1 1 0 0 0 0 4 1 3

膵 43 21 22 33 15 18 2 2 0 5 3 2 3 1 2

喉頭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

気管、気管支及び肺 74 53 21 51 37 14 3 3 0 8 5 3 12 8 4

皮膚 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

乳房 16 0 16 9 0 9 1 0 1 3 0 3 3 0 3

子宮 4 0 4 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0

卵巣 6 0 6 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1

前立腺 13 13 0 10 10 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0

膀胱 8 5 3 6 4 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0

中枢神経系 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

悪性リンパ腫 18 9 9 10 5 5 1 0 1 2 1 1 5 3 2

白血病 8 3 5 3 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0

その他のリンパ組織造血組

織及び関連組織
3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0

その他の悪性新生

物
17 10 7 13 7 6 0 0 0 3 2 1 1 1 0

東庄町
死因分類

管内 香取市 神崎町 多古町

 

※平成 30 年千葉県衛生統計年報による。 
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（２）衛生統計調査 

表６－（２） 衛生統計調査状況 

調査名 

（担当課） 
目的 方法 対象地区 

人口動態 

調査 

出生･死亡･死産･婚姻･離婚の 5 事象

を動態統計的に把握し、人口及び厚

生行政施策の基礎資料を得る。 

管内市町 

→保健所 

→県健康福祉指導課 

→厚生労働省 

管内 

１市３町 

医療施設 

動態調査 

病院・診療所の分布及び整備の実態

を明らかにするとともに施設の機能

を把握し、医療行政の資料を得る。 

医療施設→保健所 

→県健康福祉指導課 

→厚生労働省 

管内 

全医療施設 

病院報告 病院の種別、病床数等病院の基礎的

な実態及び患者の状況を把握し、 

医療行政の資料を得る。 

医療施設→保健所 

→県健康福祉指導課 

→厚生労働省 

管内全病院 

衛生行政 

報告例 

衛生関係諸法規の施行に伴う行政の

実態を数量的に把握して、医療行政

運営のための資料を得る。 

保健所 

→県健康福祉指導課 

→厚生労働省 

保健所 

地域保健・ 

健康増進 

事業報告 

保健所及び市町が実施した保健事業

を把握し、衛生行政の資料を得る。 

 

管内市町→保健所 

→県健康福祉指導課 

→厚生労働省 

管内 

１市３町 

国民生活 

基礎調査 

（世帯票） 

保健、医療、福祉、年金、所得等国

民生活の基礎的事項を調査し、厚生

労働行政の企画及び立案に必要な基

礎資料を得る。 

調査員による調査 

→保健所 

→県健康福祉指導課

→厚生労働省 

香取市、 

（１地区） 
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７ 協議会・委員会の開催状況 

（１）健康福祉センター運営協議会  

管内の地域保健及び地域福祉並びに健康福祉センターの運営に関する事項を審

議するため開催している。 

  本年度は、下表のとおり開催した。 

 

 

表７－（１） 香取健康福祉センター運営協議会開催状況 

開催年月日  委員数  主な協議内容  

令和 2 年 1 月 22 日 １９人 香取健康福祉センターの事務事業について 

 

 

（２）地域保健医療連携・地域医療構想調整会議の開催 

表７－（２）地域保健医療連携・地域医療構想調整会議開催状況 

開催年月日  出席数  主な協議内容  

令和元年 8 月 19 日 23 人 

1 脳卒中連携ネットワークの進捗状況について 

2 その他 

(1) 香取海匝地域における地域医療構想調整

会議の今後の予定について 

(2) 地域医療介護総合確保基金による各種事業

(医療分)の実施状況について 

平成元年 11 月 7 日 23 人 

1 保健医療計画の一部改定について 

2 個別医療機関ごとの具体的な対応方針について 

3 脳卒中連携ネットワークの進捗状況について 
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８ 地域保健従事者研修・保健所実習 

（１）地域保健従事者に対する研修 

表８－（１）－ア 総務企画課が主体として行った研修 

研修名  開催月日  主な内容  対象及び参加者  

― ― ― ― 

 

 

表８－（１）－イ 総務企画課以外が主体として行った研修 

研修名  開催月日  主な内容  対象及び参加者  

管内保健師 

業務連絡研究会 

令和元年 
5月 31日 

 
 

7月 30日 
 
 
 
 
 
12 月 2 日 

 
 
 
令和 2 年 

2 月 6 日 

・各市町と保健所の今年度
計画について情報交換 

 
 
・保健師のメンタルヘルス

～アンガーマネジメント
とアサーションで人間関
係のストレスを減らす～ 

 
 
・特定検診、レセプトデータ

等の分析について 
 
 
・安房地域等での 災害時 

保健活動 

管内市町保健師 

 

母子保健従事者 

研修 

令和 2 年 

2月 10日 

発達障害児の基礎知識 

～保護者理解と支援～ 

管内保育士、保育教諭、

保健師、看護師、  
社会福祉士、事務  

看護管理者研修会 
令和 2 年 

1月 15日 

地域包括ケアシス テムを 
支える医療機関・ 施設が 
知っておくべきこと－香取
地域で取り組む新たな入退
院支援の姿－  

管内病院・有床診療所に

従事する看護管理者 

思春期関係者 

研修会 

令 和 元 年

10 月 2 日 

思春期の抱える課題に寄り

添う支援を考える 

小中高等学校養護教諭、

教育委員会、市町保健師 

管内保健師  
(中堅期・管理期) 
連絡会議 

令和元年 

10月 29日 

災害時保健活動に ついて 

意見交換  
管内市町保健師 

中堅前期保健師  
研修会  

令和元年 

10月 24日 

地域をつなぐ行政保健師の

役割  
香取・海匝・山武管内 

市町保健師及び保健所保健師 

管内新任期保健  
従事者交流会  

令和元年 

9 月 30 日 

 

令和 2 年 

3 月 24 日 

台風により中止  
 
 
新型コロナウイルス感染症

により中止  

管内市町保健師 
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所内感染症対策 

研修会 

令和元年 
6月 18日 

防護服着脱訓練 
Ｎ95 マスクフィットテスト 

香取保健所職員 

香取消防署職員 

管内保健師 

ＭＥＲＳ疑似症 

患者移送訓練 

令和元年 

10 月 4 日 

疑似症患者発生時における

患者移送・検体搬送 

香取・海匝・山武保健所職員、 

国保旭中央病院職員 

社会福祉施設等に

おける感染症対策

研修会 

令 和 元 年

11月 28日 

感染症対策について 

嘔吐物処理方法の実際 
管内社会福祉施設職員 

 

（２）学生等の保健所実習 

表８－（２）保健所実習実施状況 

 学   校   名  学生数  実習期間（日数）  
＜保健師＞ 

二葉看護学院 

（保健看護学科） 

 

 

６名 

 

６月５日～７日（３日間） 

６月１１日～１３日（３日間） 

国際医療福祉大学 

（看護学科） 

 

８名 ７月９日～１１日（３日間） 

８月６日～８日（３日間） 

順天堂大学 

（看護学科） 

 

４名 １１月２６日～２８日（３日間） 

千葉科学大学 

（看護学科） 

 

８名 １月１４日～１６日（３日間） 

１月２１日～２３日（３日間） 

＜栄養士＞ 

東京家政大学 

（栄養学科） 

 

 

２名 

 

９月１７日及び９月２５日（２日間） 

淑徳大学 

（栄養学科） 

 

３名 ９月１７日及び９月２５日（２日間） 

 

 

（３） 地域保健臨床研修 

表８－（３）医師法第１６条の２第１項に規定する医師に対する研修 

 病  院  名  医師数  研  修  期  間  

― ― ― 
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９ 広報・啓発事業 

（１）保健所だよりの発行 

表９－（１）保健所だよりの発行状況 

号  発 行 日  部 数  配 布 対 象  
44 号 令和 2 年 3 月 4,500 管内市町の町内会、県関係機関 

 

（２）ホームページの運営 

香取健康福祉センターホームページについては、随時内容の更新を行い、必要な

情報の提供に努めている。 

主な掲載内容は、業務案内、地域の感染症・食中毒等の情報、検査・相談日程、医

療費の公費負担・助成、各種免許・許認可届出及び各種情報等となっている。 

【ホームページアドレス】 https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-katori/ 

 

（３）衛生教育 

表９－（３）衛生教育実施状況  

 感染症  
感染症のうち  

（再掲）  精  神  難  病  母  子  成人・老

人  
栄養・  
健康増進  結  核  エイズ  

回   数  4 0 2 0 2 5 20 12 

延人員  224 0 114 0 36 620 1382 461 

 歯  科  医事・  
薬事  食  品  環  境  その他  計  

活動区分（再掲）  
地 区 組 織 
活 動 

健康危機
管 理 

回   数  0 3 15 1 1 63 5 1 

延人員  0 201 1159 72 31 4186 223 26 
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１０ 地域防災対策 

（１）災害時実働マニュアル 

大規模災害が発生した場合に健康福祉センターが行う医療救護調整、保健及び

生活指導等の活動内容を「夜間休日における災害時実働マニュアル」として定め

ており、これらの内容を確認するとともに周知徹底を図った。 

また、災害医療に係る関係機関・団体の協力の下、令和 2 年 1 月 18 日、関係機

関との情報伝達訓練や合同救護本部の設置・運営に関する訓練を実施した。 

 

（２）医療救護活動のための医薬品・医療資機材の備蓄 

災害発生時、迅速な救護活動ができるよう医薬品等の適正保管に努めている。 

 ・医療資機材（救急医療セット） ５セット 

 ・医薬品等           ５００人分 

 

 

（３）情報伝達訓練の実施 

震度６強の地震発生を想定し、緊急連絡網に従い職員の情報伝達訓練を実施した。 

 ・平成３１年 ４月２３日（火） 

・令和 元年１１月１１日（月） 
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